
●平成２８年度　就学援助実施状況

課税所得等
の分類

基準額の時
期

19 19 13 11 8 7 9 8 11 2 1 7 6 3 2 5 6 9 3 5 0 1 0 0 1 6 19

山口県 下関市 下関市教育委員会教育部学校教育課 083-231-1570

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/w
ww/contents/1455855511220/index
.html ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 319

【基準額の時期】平成28年1月1日

35%未満

山口県 宇部市 宇部市教育委員会総務課 0836-34-8604

http://www.city.ube.yamaguchi.jp/k
osodate/teate/shuugakuenjo/index.
html ○ ○ 1.3 その他 3年前の年度 367

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額

25%未満

山口県 山口市 教育委員会　学校教育課 083-934-2862 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.87 その他 その他 510

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日 25%未満

山口県 萩市 学校教育課 0838-25-3141 http://www.city.hagi.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ 1.3
給与収入
（税引き前） 前々年度 296 15%未満

山口県 防府市 学校教育課 0835-25-2493
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/s
oshiki/38/syugaku.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 296 25%未満

山口県 下松市 下松市教育委員会　学校教育課 0833-45-1868 http://www.city.kudamatsu.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 316 20%未満

山口県 岩国市 学校教育課 0827-29-5204
http://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki
/52/9054.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

給与収入
（税引き前） 前々年度 390 20%未満

山口県 光市 光市教育委員会　教育総務課 0833-74-3601
http://www.city.hikari.lg.jp/kyouiku/
soumu/shuugakuenjyo.html ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 316 35%未満

山口県 長門市 長門市教育委員会学校教育課 0837-23-1258 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 前年度 325

世帯の前年総収入から基礎控除等必要経費を控除した
額

15%未満

山口県 柳井市 学校教育課 0820-22-2111(内線321) ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 460 30%未満

山口県 美祢市 教育委員会事務局　学校教育課 0837-52-1118 http://www2.city.mine.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
給与収入
（税引き前） 3年前の年度 450 20%未満

山口県 周南市 教育部　学校教育課 0834-22-8542
http://www.city.shunan.lg.jp/section
/ed-gakkyo/syugaku.html ○ 1.3 その他 その他 340

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

25%未満

山口県
山陽小野田
市 学校教育課 0836-82-1202

http://www.city.sanyo-
onoda.lg.jp/soshiki/38/syuugakuenjy
o.html ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 316 25%未満

山口県 周防大島町 教育委員会　学校教育課 0820-78-2204 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

山口県 和木町 教育委員会 0827-53-3123 http//www.town.waki.lg.jp/kyoiku/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
給与収入
（税引き前） 前年度 363 10%未満

山口県 上関町 上関町教育委員会教育文化課総務係 0820-62-0245 ○ 1.3 課税所得 前年度 320 15%未満

山口県 田布施町 田布施町教育委員会学校教育課 0820-52-5812 ○

認定を受けようとする年度に世帯構成員全員が納付すべき町民
税の所得割課税額（住宅借入金等特別控除前）の合計額が,次
の各号に掲げる額の合計額以下の者を認定する。
（１）　２０，２４０円
（２）　認定の前年度１２月３１日現在の１６歳未満の世帯構成員
の数に２１，３００円を乗じて得た額

15%未満

山口県 平生町 教育委員会　学校教育課 0820-56-6083

http://www.town.hirao.lg.jp/ikkrweb
Browse/material/files/group/10/16
03.pdf ○ ○ 1.2 その他 3年前の年度 292

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額
【課税所得等の分類】総収入から給与所得控除額を除い
た金額

20%未満

山口県 阿武町 事務局 08388-2-0501 http://www.town.abu.lg.jp/ ○ ○ ○ 1.3
給与収入
（税引き前） 前年度 280 15%未満

その他（補足事項等）

Ⅰ　平成２８年度　準要保護認定基準
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山口県 下関市

山口県 宇部市

山口県 山口市

山口県 萩市

山口県 防府市

山口県 下松市

山口県 岩国市

山口県 光市

山口県 長門市

山口県 柳井市

山口県 美祢市

山口県 周南市

山口県
山陽小野田
市

山口県 周防大島町

山口県 和木町

山口県 上関町

山口県 田布施町

山口県 平生町

山口県 阿武町

該当団体数

都道府県 市町村名
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13 18 3 14 10 7 0 0 3 3 19 4 19 1 19 19 1 1 0 0 0 0 17 17 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 18 18 0

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有
随時（申請日の翌月認定（但し,１日
付申請のみ当月認定 ）） ○ 13,650 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 随時（申請月の翌月末） ○ 15,220 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○

学校だよりに掲載をしてもらうように学校へ依頼

前年度の3月 6月下旬 有
毎月上旬,随時。前月の追加申請分
を認定処理。 ○ 16,300 ○ 34,900

○ ○ ○ ○ ○ ○

ケーブルテレビでの市広報番組内でお知らせ

前年度の2月 6月中旬 有
当該年度３月１日まで申請受付。申
請受理後,随時審査。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○

前年度の3月中旬に学校に書類を送り,学校から児童
生徒を通じ保護者に書類を配布（転入者については,
市民課で書類を配布）

前年度の3月 6月中旬 有
毎月上旬認定,随時申請受付,追加
認定は１月末申請まで ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有
随時（申請書受付月の翌月分から
支給） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の2月 6月初旬 有
申請書提出月の翌月初旬,追加認
定は2月末申請までとする。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 随時（申請月の翌月初旬に判定） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬

住民税課税所得決定の
6月中旬に判定し、4月
遡及適用

有

随時（追加の場合翌月１日から認
定）
追加申請の期限は定めていないが,
実質２月申請まで ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 随時（申請月の翌月認定） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 申請のあった月の翌月 ○ 11,420 ○ 0 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ その他
次年度の「生活保護法による保護
の基準」確定後 7月 有 随時,当該年度末まで ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 時期を定めていない 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○
前年度の11
月 5月下旬 有 申請の都度,認定を行う。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ 前年度の3月 6月下旬 有 随時 ○ 13,270 ○ 19,900

○ ○ その他 年度によって時期が違う 6月下旬 有
随時。認定されれば,申請月の翌月
から支給開始。 ○ ○ 20,470

○ その他

特別支援教育就学奨励費の需要額
測定に用いる保護基準額の確定通
知後

6月下旬 有 毎月初め。ただし,2月末申請まで ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 6月中旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法



山口県 下関市

山口県 宇部市

山口県 山口市

山口県 萩市

山口県 防府市

山口県 下松市

山口県 岩国市

山口県 光市

山口県 長門市

山口県 柳井市

山口県 美祢市

山口県 周南市

山口県
山陽小野田
市

山口県 周防大島町

山口県 和木町

山口県 上関町

山口県 田布施町

山口県 平生町

山口県 阿武町
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金額
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1 1 0 0 0 0 13 13 4 5 5 0 5 5 5 0 0 0 3 3 0 16 16 16 0 0 0 2 2 0 11 11 11 4 4 1 4 4 0 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

○ ○ 39,499 ○ 21,090 21,090 ○ 1,550 1,392 ○ 3,570 3,206

○ ○ 39,290 0 ○ 21,490 17,300 ○ ○ 3,620 3,200

○ 21,190 18,405 ○ 1,550 1,457 ○ 3,570 3,544

○ 2,230 ○ 21,190 ○ 1,550 ○ 3,570

○ 2,230 ○ 39,290 0 ○ 21,490 19,431 ○ 1,570 1,218 ○ 3,620 2,185

○ 2,230 ○ 39,290 39,290 ○ 21,490 18,575 ○ 1,570 ○ 3,470

○ 2,230 ○ 21,490 20,546 ○ 1,570 ○ 3,620 1,842

○ 2,230 ○ 39,290 0 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570

○ 2,230 ○ 0 ○ 21,490 19,034 ○ 1,570 755 ○ 3,620 3,067

○ 2,230 ○ 21,180 20,000 ○ 1,570 1,550 ○ 3,620 2,000

○ 2,230 ○ 0 ○ 18,000 17,448 ○ 1,570 1,073 ○ 3,620 3,138

○ 2,230 ○ 0 ○ 21,490 21,190 ○ 1,570 ○ 5,500

○ 2,230 ○ 39,290 39,000 ○ 21,490 21,000 ○ 1,570 1,550 ○ 3,620 3,125

○ 2,230 ○ 21,490 21,190 ○ 1,570 1,550 ○ 3,620 3,570

○ 2,230 ○ 17,447 ○ 3,109

○ ○ 26,819 ○ 1,510

○ ○ 21,490 19,746 ○ 1,570 1,513 ○ 3,620 1,202

○ 2,230 ○ 21,180 18,500 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 0 ○ 21,190 18,740 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 0

通学用品費 通学費 修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費



山口県 下関市

山口県 宇部市

山口県 山口市

山口県 萩市

山口県 防府市

山口県 下松市

山口県 岩国市

山口県 光市

山口県 長門市

山口県 柳井市

山口県 美祢市

山口県 周南市

山口県
山陽小野田
市

山口県 周防大島町

山口県 和木町

山口県 上関町

山口県 田布施町

山口県 平生町

山口県 阿武町

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
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一定額
一定の
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支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

・支給平均額は,算出困難であるため,平成28年度予算に計上した単価
・学用品費については,学年ごとに金額が異なる（「１年」又は「その他の学年」）。記入欄は「その他の学年」の金額記入。
・通学用品費は学用品費に含む。
・「学用品費」「新入学用品費」「校外活動費」については,世帯の所得が生活保護基準の何倍であるかにより,50％～100％の支給区分有（新入学用品費は50～150％）

通学用品費及び校外活動費（宿泊を伴わないもの）は学用品費に含む。
学用品費1年生：12,990円,2～6年生：15,220円

体育実技用具費は実績なし。
通学用品費は２～６年のみ。
通学費は実績なし。

平均額については２７年度実績額。
通学費は実績無し。

通学費は実績なし
支給平均額は平成28年度予算計上単価

平成28年度 予算計上した単価

平均額は平成27年度実績額より計算

・新入学児童生徒学用品費等：第１学年のみ　・通学用品費：第１学年除く
・通学費：該当なし　・修学旅行費：支給平均額は当初予算計上単価
・校外活動費(宿泊を伴うもの）：当初予算計上単価

支給平均額は,２８年度予算に計上した単価。
通学費については,支給実績なし。

支給平均額には,平成２８年度予算に計上した単価を記入。

○ 2,000

平成28年度予算に計上した単価を記入。
通学用品費は,学用品費に含む。

・支給平均額は２７年度の実績により記入。
・学用品費と通学用品費（合算）・・・１年生は年額10,939円,2～6年生は年額13,512円
・校外活動費（宿泊ありなしは区別なし）・・・実費（交通費・入館料など費目は限定）※支給平均額1,634円。

・支給平均額は２７年度実績(通学費,校外活動費(宿泊を伴うもの))

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）



山口県 下関市

山口県 宇部市

山口県 山口市

山口県 萩市

山口県 防府市

山口県 下松市

山口県 岩国市

山口県 光市

山口県 長門市

山口県 柳井市

山口県 美祢市

山口県 周南市

山口県
山陽小野田
市

山口県 周防大島町

山口県 和木町

山口県 上関町

山口県 田布施町

山口県 平生町

山口県 阿武町

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

1 1 0 0 0 0 17 17 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 18 18 0 1 1 0 0 0 0 13 13 4 5 5 0 5 5 5 1 1 0 3 3 0 16 16 16 0 0 0

○ 24,550 ○ 23,550 ○ ○ 120,196 ○ 44,010 44,010

○ 26,820 ○ 23,550 ○ ○ 79,410 26,500 ○ 57,590 45,200

○ 27,900 ○ 42,900 ○ 57,290 50,538

○ 22,320 ○ 7,510 5,301 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 79,410 0 ○ 57,590 45,764

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 79,410 50,000 ○ 57,590 49,565

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 47,830

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 79,410 0 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 57,590 51,587

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 56,670 45,000

○ 22,320 ○ 0 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 46,903 ○ 40,000 40,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 57,590 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 79,410 50,300 ○ 57,590 43,500

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 43,148

○ 23,870 ○ 22,900 ○ ○ 54,314

○ ○ 23,550 ○ ○ 57,590 39,634

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 13,000 ○ 56,670 49,700

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 57,290 48,700

通学用品費

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）



山口県 下関市

山口県 宇部市

山口県 山口市

山口県 萩市

山口県 防府市

山口県 下松市

山口県 岩国市

山口県 光市

山口県 長門市

山口県 柳井市

山口県 美祢市

山口県 周南市

山口県
山陽小野田
市

山口県 周防大島町

山口県 和木町

山口県 上関町

山口県 田布施町

山口県 平生町

山口県 阿武町

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

2 2 0 11 11 11 4 4 1 4 4 0 13 13 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

○ 2,270 2,036 ○ 6,100 5,459

・支給平均額は,算出困難であるため,平成28年度予算に計上した単価
・学用品費については,学年ごとに金額が異なる（「１年」又は「その他の学年」）。記入欄は「その他の学年」の
金額記入
・通学用品費は学用品費に含む。
・「学用品費」「新入学用品費」「校外活動費」については,世帯の所得が生活保護基準の何倍であるかによ
り,50％～100％の支給区分有（新入学用品費は50～150％）

○ ○ 6,100 3,200

通学用品費及び校外活動費（宿泊を伴わないもの）は学用品費に含む。
学用品費1年生：24,590円,2・3年生：26,820円

○ 2,240 742 ○ 6,010 5,638

○ 2,240 ○ 6,010

体育実用具費…柔道7,510円,剣道51,940円,スキー37,340円。通学費は実績なし。

○ 2,270 2,151 ○ 6,100 3,329

２７年度実績額。通学費は実績無し。

○ 2,270 ○ 5,840

○ 2,270 ○ 6,100 1,996

○ 2,270

通学費は実績なし
支給平均額は平成28年度予算計上単価

○ 2,270 207 ○ 6,100 4,793

○ 2,270 2,240 ○ 6,100 3,600
平成28年度 予算計上した単価

○ 2,270 675 ○ 6,100 2,081
平成27年度実績額より計算

○ 2,270 ○ 7,500

・新入学児童生徒学用品費等：第１学年のみ　・通学用品費：第１学年除く
・通学費：該当なし　・修学旅行費：支給平均額は当初予算計上単価
・校外活動費(宿泊を伴うもの）：当初予算計上単価

○ 2,270 1,700 ○ 6,100 3,900

支給平均額は,２８年度予算に計上した単価。

○ 2,270 2,240 ○ 6,100 6,010
支給平均額は,平成２８年度予算に計上した単価を記入。

○ 8,100 ○ 7,200 ○ 5,000 ○ 2,400

○ 2,180

平成28年度予算に計上した単価を記入。
通学用品費は,学用品費に含む。

○ 2,270 1,020 ○ 6,100 4,930

・支給平均額は２７年度の実績により記入。
・学用品費と通学用品費（合算）・・・１年生は年額21,873円,2～6年生は年額22,662円。
・校外活動費（宿泊ありなしは区別なし）・・・実費（交通費・入館料など費目は限定）支給平均額1,020円。

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,240 2,100 ○ 6,010 0

・支給平均額は２７年度実績(通学費,校外活動費(宿泊を伴うもの))

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの)


